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　玉名市（以下「本市」という。）では、今後のまちづくりの方向性を具体的に示し、住民と方向
性を共有しながら都市計画を推進していくための、いわば「都市計画行政の行動指針」となる、「玉
名市都市計画マスタープラン」（以下「本計画」という。）を、平成 26 年３月に策定しました。
　本市の都市構造に大きな変化が見込まれる中、地域特性に応じた土地利用や都市施設等の配置の
根拠となる将来都市像を明らかにし、その実現に向けて、本計画を見直し、発展させることとしま
した。
　都市計画マスタープランは、第２次玉名市総合計画や熊本県が作成する玉名都市計画区域マス
タープラン（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）に即して定める必要があります。
　また、市が定める都市計画は、都市計画マスタープランに即したものでなければならないため、
今後定める都市計画は、都市計画マスタープランに位置付ける必要があります。

■ 都市計画マスタープランとは

■ 計画の概要（対象区域、計画の期間、策定体制）

１　はじめに

　本計画の対象区域は、行政区域全体とします。
１

対象区域

２
計画の期間

３
策定体制

　本計画の期間を令和５年度からの概ね 20 年間とします。ただし、都
市計画に関する情勢やまちづくりの意向の変化を受けて、必要が生じた
際は適宜・適切な見直しを行うこととします。

　本計画策定に当たっては、「都市計画審議会」と「庁内検討会議」の２
つの組織を中心として、市民アンケート調査、住民説明会などにより市
民意向も取り入れながら策定しました。
　「都市計画審議会」は、学識経験者、関係団体役職員、関係行政機関職
員などにより構成され、計画案に対する検討・提言などの役割を担い、「庁
内検討会議」は、庁内の課長補佐・係長級により構成され、計画案の実
質的な策定・検討を進めました。
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　 本市の現状、市民意向調査の結果などを踏まえ、都市づくりの主要課題を４つの項目に整理し
ました。それらの課題に対し、上位関連計画における位置付けや本市に求められる役割を踏まえ、
都市づくりの目標を掲げるとともに、基本方針や将来都市構造などについて整理しました。また、
分野別方針として、今後 20 年間で取り組むべき施策を７つの分野ごとに整理し、併せて玉名市を
６つの地域に区分した地域別構想を、住民意向調査の結果等を踏まえ、整理しました。

■ 都市計画マスタープランの構成

 

 

 
●農林水産業の振興や、地産地消の推進、企業誘致等が必要。

●観光施設の利用者数の増加に向けた取組が必要。

各拠点の形成やネットワークの確保による持続可能な都市づくり

自然と共存した都市づくり

地域資源を活用した産業の育成や雇用の創出、観光振興の基盤とな
る都市づくり

計画的な都市施設等の維持管理、防災強化等による安全で、暮らし
やすい都市づくり

●都市機能利便性の高いエリアへの人口集積による機能維持・向上、適切な土地利用の規制・誘

導が必要。

●駅前などでの魅力的な景観づくりや土地の有効利用の推進、ウォーカブルなまちづくりの推進

等の取組が必要。

●それぞれの性格・役割に応じた拠点の形成に加え、 拠点間を結ぶネットワークの確保が必要。  

●長寿命化をベースとした公園 ・ 緑地の整備、 水道・下水道設備等の計画的な更新の実施、

幹線道路や生活道路の整備、 公共交通の利便性向上に向けた取組などが必要。

●治水・ 治山などの防災対策強化、 避難所 ・ 避難路の整備、 防災情報の周知体制の強化

等の取組、 遊休地等の有効活用が必要。

●小岱山、金峰山系の山々や、菊池川や有明海、そこに生息する多様な生態系などの自然と

共存した都市づくりが必要。

都市づくりの主要課題

都市づくりの目標

都市づくりの基本方針

基本方針１

基本方針２

基本方針３

基本方針４

２  計画的な都市施設等の維持管理、防災強化等による安全で、暮らしやすい都市づくり

３  地域資源を活用した産業の育成や雇用の創出、観光振興の基盤となる都市づくり

４  自然と共存した都市づくり

１  各拠点の形成やネットワークの確保による持続可能な都市づくり
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２．都市づくりの方針�

■将来都市構造�

都市構造は、都市機能配置の概念を示すものであり、都市づくりの方針を実現するため、現在の

土地利用や自然環境の骨格をベースに、将来像や主要なプロジェクトを考慮して設定します。 

本市は、南部の有明海から北部の小岱山、東部の金峰山系まで、恵まれた自然環境に包まれて

おり、「やま・まち・さと・うみ」の個性と魅力を活かし、目指すべき都市づくりの理念を踏まえ、将来の

都市形成の基本的構成を「ゾーン」として捉え、それぞれの位置付けを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至�荒尾市�

至�玉東町�

至�長洲町�

至�熊本市�

　

■ 将来都市構造

２　都市づくりの方針

　都市構造は、都市機能配置の概念を示すものであり、都市づくりの方針を実現するため、現在の
土地利用や自然環境の骨格をベースに、将来像や主要なプロジェクトを考慮して設定します。
　本市は、南部の有明海から北部の小岱山、東部の金峰山系まで、恵まれた自然環境に包まれており、

「やま・まち・さと・うみ」の個性と魅力を活かし、目指すべき都市づくりの理念を踏まえ、将来
の都市形成の基本的構成を「ゾーン」として捉え、それぞれの位置付けを示します。

「やま・まち・さと・うみ」を活かした土地利用の構成 

『やま』 中山間ゾーン

『まち』

『さと』

『うみ』

市街地ゾーン
中心拠点 地域

拠点
地域
拠点

田園ゾーン

臨海ゾーン
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●各土地利用ゾーンの魅力を引き出し、便利で快適な生活環境と活力ある地域の振興の両立を
図るように設定します。

●適切な規制・誘導に向けた都市計画区域の再編及び用途地域の見直しなどを行います。

●既成市街地を活かした拠点集約・機能連携による集約型都市構造の構築を基本とした拠点形
成を推進します。

●各拠点の機能的役割や地域の資源や特徴を活かした整備に努めます。

●河川・海域の水質浄化を図るとともに、美しく親しみの持てる自然環境の保全に努めます。
●子どもへの環境教育、市民や企業などに向けた環境問題の啓発を推進するとともに、地球温

暖化防止や、土壌、大気、水質などの環境保全意識の向上に努めます。

●各種災害に対する防災機能の強化、災害発生への人的対応力の強化など、だれもがどこでも
安心して安全に暮らせる都市の実現に努めます。

●行政と市民、事業者などが一体となった災害に強いまちづくりの取組を計画的に推進します。

●市民が景観について興味や関心、問題意識を持って景観を『育て』、自信を持って、景観を『かた
る』ことが大切であることから、行政と市民が協働して、景観形成、景観保全を推進します。

●性別や年齢、障がいの有無などに関係なく、誰もが安心して、かつ健康で元気に暮らし続け
ることのできる地域社会の実現に向けて、福祉のまちづくりを進めていきます。

●道路の整備に当たっては、道路の役割を明確にして、機能性の高い交通網の形成を推進します。
●道路と連携する交通に関しては、地域密着型の公共交通の維持・効果的な展開を進めます。
●公園・緑地の整備に当たっては、現在の緑地水準を維持し、地域に密着した公園を目指した

取組に努めます。
●河川の整備に当たっては、親水空間やレクリエーション空間の創出に向けた取組や、県や市

が一体となった河川改修等、市民の水質浄化意識の向上、美しい自然景観の保全・創出に努
めます。

●上下水道の整備に当たっては、安全で良質な水の安定供給に努めます。

　

■ 土地利用に関する方針

■ 拠点形成に関する方針

■ 自然環境保全に関する方針

■ 安全・安心のまちづくりに関する方針

■ 景観形成に関する方針

■ 福祉のまちづくりに関する方針

■ 都市施設等整備に関する方針

３　分野別まちづくり方針
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４．地域別構想�

■北部地域（月瀬、石貫、三ツ川）�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
� �

テーマ ： 里山のやすらぎと安心・つながりのある北部地域へ�

〔地域の概況〕�
○南関町、和水町と隣接する市北部に位置し、小岱山や菊池川、繁根木川などの自然的資源に恵まれたエリアで
す。 

○地域の大半を山林や田畑が占めており、谷あいを走る地域の主要な動線である県道玉名八女線、県道玉名立花
線沿道に主に集落が形成されています。 

〔主要な課題〕 

豊かな自然環境の保全・活用 
○小岱山に連なる丘陵地をはじめとした自然的要素を市民の財産として後世に継承するとともに、新たな賑わいを創出
する地域資源として更なる活用を図る必要があります。 

 
豊かな自然環境に囲まれた居住地としての快適性の維持 
○県道玉名八女線、県道玉名立花線沿道の集落においては、豊かな自然環境に囲まれた、落ち着きのある快適な住
環境を維持する必要があります。 

 
安全で安心できる暮らしの実現 
○繁根木川流域における浸水被害、小岱山に連なる丘陵地における土砂災害などといった自然災害や、火災、交通
事故、犯罪などによる被害を抑制・軽減するため、地域住民と行政が一体となり、安全性の確保に努める必要があり
ます。 

 
地域コミュニティの維持・向上 
○地域住民と関係団体による連携や、市民と行政との連携により、歴史的資源の継承・活用を含めた地域コミュニティ
を維持する必要があります。�

位置 

〔北部地域まちづくり方針図〕 

・豊かな自然環境の継承�

・自然災害から地域の住民

の生命、財産を守る防災

まちづくりの推進 ・産業集積の土地利用の推進 

・九州看護福祉大学と地域

の連携による地域コミュニ

ティ活動の活性化�

・地域住民主体による地域資源を活用した来訪者と

の交流促進�

・歴史的資源の継

承・活用 
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〔地域の概況〕
●南関町、和水町と隣接する市北部に位置し、小岱山や菊池川、繁根木川などの自然的資源に恵まれ

たエリアです。
●地域の大半を山林や田畑が占めており、谷あいを走る地域の主要な動線である県道玉名八女線、県

道玉名立花線沿道に主に集落が形成されています。
〔主要な課題〕
豊かな自然環境の保全・活用
●小岱山に連なる丘陵地をはじめとした自然的要素を市民の財産として後世に継承するとともに、新

たな賑わいを創出する地域資源として更なる活用を図る必要があります。
豊かな自然環境に囲まれた居住地としての快適性の維持
●県道玉名八女線、県道玉名立花線沿道の集落においては、豊かな自然環境に囲まれた、落ち着きの

ある快適な住環境を維持する必要があります。
安全で安心できる暮らしの実現
●繁根木川流域における浸水被害、小岱山に連なる丘陵地における土砂災害などといった自然災害や、

火災、交通事故、犯罪などによる被害を抑制・軽減するため、地域住民と行政が一体となり、安全
性の確保に努める必要があります。

地域コミュニティの維持・向上
●地域住民と関係団体による連携や、市民と行政との連携により、歴史的資源の継承・活用を含めた

地域コミュニティを維持する必要があります。

　

北部地域　月瀬、石貫、三ツ川　

テーマ：里山のやすらぎと安心・つながりのある北部地域へ

４　地域別構想
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〔地域の概況〕�
○市中央部に位置し、地域北側を除いた地区全般において、市街化が進んでいるエリアです。地域の主要な幹線道
路として、国道 208号、県道寺田岱明線が横断しています。 

○市役所をはじめとする官公庁施設、くまもと県北病院などの医療・福祉施設、観光拠点である玉名温泉街、交流拠
点である蛇ヶ谷公園、交通拠点である新玉名駅及び玉名駅、商業・業務施設、教育施設など、本市の主要な都市
機能が集積しています。 

〔主要な課題〕 

交流拠点都市の中心部としての拠点性向上 
○「県北地域の発展を主導する交流拠点都市」の中心部として、また、本市の中心拠点として、多くの来訪者・来街者
を受け入れる受け皿づくりや、本市全体での交流促進を図るためのソフト・ハード対応を図る必要があります。 

 
利便性の高い快適な市街地環境の形成 
○本地域の市街地は、公共・公益サービス、商業・業務サービス、情報発信などの各種機能の維持・集積を図る中心
拠点として、さらには、本市における計画的な住宅市街地形成を重点的に進める地区として、更なる市街地の整備・
改善に努める必要があります。 

 
本市の中枢を担う市街地としての防災性向上 
○大規模災害を想定し、防災拠点の機能を併せ持つ本市の中枢を担う地域として、防災機能の向上に努めるととも
に、中心拠点～市内各拠点間のアクセス確保に努める必要があります。また、浸水被害や、火災、交通事故、犯罪
などによる被害を抑制・軽減するため、地域住民と行政が一体となり、安全性の確保に努める必要があります。 

 
地域コミュニティの維持・向上 
○伝統・文化の継承や新しい地域活動を通して、地域住民と関係団体による連携や、市民と行政との連携により、地
域コミュニティの活性化を図る必要があります。�

■中部地域（玉名町、築山、玉名）�
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テーマ ： 自然と調和した便利で活気あふれる中部地域へ�

位置 〔中部地域まちづくり方針図〕 

・交通結節点としての機能向上、アクセ

ス性の向上、拠点性向上及び賑わい

のある交流エリアの形成�

・行政サービス機能の集積・強化�

・有効な土地利用による拠点性向上�

・賑わいのある市街地形成�

・市民の健康推進や地域コミュニティの

活性化や防災に寄与する施設の充実 

・地域住民主体による地

域資源を活用した来訪

者との交流促進�
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〔地域の概況〕
●市中央部に位置し、地域北側を除いた地区全般において、市街化が進んでいるエリアです。地域の

主要な幹線道路として、国道 208 号、県道寺田岱明線が横断しています。
●市役所をはじめとする官公庁施設、くまもと県北病院などの医療・福祉施設、観光拠点である玉名

温泉街、交流拠点である蛇ヶ谷公園、交通拠点である新玉名駅及び玉名駅、商業・業務施設、教育
施設など、本市の主要な都市機能が集積しています。

〔主要な課題〕
交流拠点都市の中心部としての拠点性向上
●「県北地域の発展を主導する交流拠点都市」の中心部として、また、本市の中心拠点として、多く

の来訪者・来街者を受け入れる受け皿づくりや、本市全体での交流促進を図るためのソフト・ハー
ド対応を図る必要があります。

利便性の高い快適な市街地環境の形成
●本地域の市街地は、公共・公益サービス、商業・業務サービス、情報発信などの各種機能の維持・

集積を図る中心拠点として、さらには、本市における計画的な住宅市街地形成を重点的に進める地
区として、更なる市街地の整備・改善に努める必要があります。

本市の中枢を担う市街地としての防災性向上
●大規模災害を想定し、防災拠点の機能を併せ持つ本市の中枢を担う地域として、防災機能の向上に

努めるとともに、中心拠点～市内各拠点間のアクセス確保に努める必要があります。また、浸水被
害や、火災、交通事故、犯罪などによる被害を抑制・軽減するため、地域住民と行政が一体となり、
安全性の確保に努める必要があります。

地域コミュニティの維持・向上
●伝統・文化の継承や新しい地域活動を通して、地域住民と関係団体による連携や、市民と行政との

連携により、地域コミュニティの活性化を図る必要があります。

中部地域　玉名町、築山、玉名

テーマ：自然と調和した便利で活気あふれる中部地域へ



位置 

〔西部地域まちづくり方針図〕 

・豊かな自然環境の継承 

・地域拠点としての岱明支所周辺の

市民生活を支える機能・施設の維

持・向上

・安心して、健康で元気に暮らし続け

ることができるまちづくり

・地域コミュニティ活動

の推進 

・道路・交通の利便性の

向上

・地域住民主体による地域

資源を活用した来訪者との

交流促進 

・コミュニティの活動の推進、

交流機能の維持・向上
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〔地域の概況〕
●南西部の荒尾市、長洲町との隣接部、有明海沿岸部に位置し、岱明地区を中心とした菊池川右岸の
エリアです。

●岱明支所を中心に、地域の主要な動線である国道 501 号沿道及び県道長洲岱明線沿道に市街地が形
成されていますが、地域の大半は田畑などの田園地帯が広がる自然に恵まれた地域です。

●地域の中央部を東西方向に走る JR 鹿児島本線には、大野下駅が立地しており、人が集う場として
も活用されています。

●地域南側の有明海沿岸部には、交流拠点である鍋松原海岸があります。
〔主要な課題〕
地域資源の活用による新たな賑わいの創出
●地域内に点在する数々の歴史的資源や豊かな自然環境などを地域の財産として後世に継承するとと
もに、新たな賑わいを創出する地域資源として更なる活用を図る必要があります。

市街地としての利便性と居住地としての快適性の維持
●岱明支所を中心とした市街地においては、本市西部の地域拠点としての各種市民サービス機能の維
持・改善や本市中心部への交通アクセス性の向上を図るとともに、既存集落においては、落ち着き
のある快適な住環境を維持する必要があります。

安全で安心できる暮らしの実現
●浸水被害や高潮被害などといった自然災害や、火災、交通事故、犯罪などによる被害を抑制・軽減
するため、地域住民と行政が一体となり、安全性の確保に努める必要があります。

伝統文化の継承による地域コミュニティの維持・向上
●神事や祭りなどの地域に根付いた伝統文化を後世に継承するとともに、地域住民と行政が一体とな
り、地域コミュニティを維持する必要があります。

西部地域　滑石、睦合、大野、高道、鍋

テーマ：地域資源を誇り、つながりを基軸とした暮らしやすい西部地域へ



��
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■東部地域（伊倉、八嘉、小田、梅林）�
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テーマ ： 自然と歴史を感じ�安心して生活ができる東部地域へ�

〔地域の概況〕�
○玉東町、和水町と隣接する市東部に位置し、菊池川をはじめ、山々や田畑を中心とした農地などの自然的資源に恵
まれたエリアです。

○本地域の主要な動線である国道 208 号、県道寺田岱明線沿道、県道熊本玉名線沿道に市街地や集落地が形成
され、中央部を東西方向に走る JR鹿児島本線には肥後伊倉駅が立地しています。

〔主要な課題〕

地域資源の継承と新たな賑わいの創出
○地域内に点在する数々の歴史的資源などを地域の財産として後世に継承するとともに、新たな賑わいを創出する地
域資源として更なる活用を図る必要があります。

市街地としての利便性と居住地としての快適性の維持
○市街地においては、地域住民の生活利便サービス機能の維持・向上を図り、既存集落においては、人口減少・高齢
化に対応した、落ち着きのある快適な住環境を維持する必要があります。

安全で安心できる暮らしの実現
○浸水被害や土砂災害などといった自然災害や、火災、交通事故、犯罪などによる被害を抑制・軽減するため、地域
住民と行政が一体となり、安全性の確保に努める必要があります。

伝統文化の継承による地域コミュニティの維持・向上
○地域に根付いた伝統文化を後世に継承するとともに、日常の豊かな暮らしを実現するため、地域住民と行政が一体
となり、地域コミュニティを維持する必要があります。�

位置 

〔東部地域まちづくり方針図〕 

・スポーツ及びコミュニティ活動の場にお

ける交流機能の維持・向上

・安心して、健康で元気に暮らし続けるこ

とができるまちづくり

・交通の利便性の向上

・市民主体の交流活動の推進

・豊かな自然環境の継承�

・地域住民主体による地域資源

を活用した来訪者との交流促進
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〔地域の概況〕
●玉東町、和水町と隣接する市東部に位置し、菊池川をはじめ、山々や田畑を中心とした農地などの
自然的資源に恵まれたエリアです。

●本地域の主要な動線である国道 208 号、県道寺田岱明線沿道、県道熊本玉名線沿道に市街地や集落
地が形成され、中央部を東西方向に走る JR鹿児島本線には肥後伊倉駅が立地しています。

〔主要な課題〕
地域資源の継承と新たな賑わいの創出
●地域内に点在する数々の歴史的資源などを地域の財産として後世に継承するとともに、新たな賑わ
いを創出する地域資源として更なる活用を図る必要があります。

市街地としての利便性と居住地としての快適性の維持
●市街地においては、地域住民の生活利便サービス機能の維持・向上を図り、既存集落においては、
人口減少・高齢化に対応した、落ち着きのある快適な住環境を維持する必要があります。

安全で安心できる暮らしの実現
●浸水被害や土砂災害などといった自然災害や、火災、交通事故、犯罪などによる被害を抑制・軽減
するため、地域住民と行政が一体となり、安全性の確保に努める必要があります。

伝統文化の継承による地域コミュニティの維持・向上
●地域に根付いた伝統文化を後世に継承するとともに、日常の豊かな暮らしを実現するため、地域住
民と行政が一体となり、地域コミュニティを維持する必要があります。

東部地域　伊倉、八嘉、小田、梅林

テーマ：自然と歴史を感じ 安心して生活ができる東部地域へ
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■南部地域（豊水、大浜、横島）�
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テーマ ： 干拓地を活かした� 歴史・文化を感じる南部地域へ�

〔地域の概況〕�
○市南部の有明海沿岸部に位置し、横島地区を中心とした菊池川左岸のエリアです。 
○横島支所を中心に、地域の主要な動線である国道 501 号沿道に市街地が形成されていますが、地域の大半は干
拓による田園地帯が広がり、自然に恵まれた地域です。 

○有明中学校区により構成された地域であり、地域内の人のつながりが深い地域でもあります。 

〔主要な課題〕 

豊かな自然環境や数々の歴史的資源の保全・活用 
〇干拓による田園地帯や有明海、菊池川などの豊かな自然環境や、イチゴやトマト、アサリや海苔などの農水産物、地
域内に点在する数々の歴史的資源などを地域の財産として後世に継承するとともに、新たな賑わいを創出する地域
資源として更なる活用を図る必要があります。 

 
市街地としての利便性と居住地としての快適性の維持 
〇横島支所を中心とした市街地においては、本市南部の地域拠点としての各種市民サービス機能の維持・改善や本
市中心部への交通アクセス性の向上を図り、既存集落においては、落ち着きのある快適な住環境を維持する必要が
あります。 

 
安全で安心できる暮らしの実現 
〇ゲリラ豪雨や台風を起因とした河川氾濫や有明海沿岸部の高潮被害、横島山の土砂災害などといった自然災害
や、火災、交通事故、犯罪などによる被害を抑制・軽減するため、地域住民と行政が一体となり、安全性の確保に努
める必要があります。 

 
地域コミュニティの維持・向上 
〇神楽や祭りなどの地域に根付いた伝統文化を後世に継承するとともに、日常の豊かな暮らしを実現するため、地域住
民と行政が一体となり、地域コミュニティを維持する必要があります。�

位置 

〔南部地域まちづくり方針図〕 

・安心して、健康で元気に暮らし続ける

ことができるまちづくり�

・豊かな自然環境の継承�

・地域拠点としての横島支所周辺

の市民生活を支える機能・施設

の維持・向上�

・地域コミュニティ活動の継続支援�

・地域住民主体による地域資源を活用

した来訪者との交流促進 

・歴史的資源の継承・活用�
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〔地域の概況〕
●市南部の有明海沿岸部に位置し、横島地区を中心とした菊池川左岸のエリアです。
●横島支所を中心に、地域の主要な動線である国道 501 号沿道に市街地が形成されていますが、地域
の大半は干拓による田園地帯が広がり、自然に恵まれた地域です。

●有明中学校区により構成された地域であり、地域内の人のつながりが深い地域でもあります。
〔主要な課題〕
豊かな自然環境や数々の歴史的資源の保全・活用
●干拓による田園地帯や有明海、菊池川などの豊かな自然環境や、イチゴやトマト、アサリや海苔な
どの農水産物、地域内に点在する数々の歴史的資源などを地域の財産として後世に継承するととも
に、新たな賑わいを創出する地域資源として更なる活用を図る必要があります。

市街地としての利便性と居住地としての快適性の維持
●横島支所を中心とした市街地においては、本市南部の地域拠点としての各種市民サービス機能の維
持・改善や本市中心部への交通アクセス性の向上を図り、既存集落においては、落ち着きのある快
適な住環境を維持する必要があります。

安全で安心できる暮らしの実現
●ゲリラ豪雨や台風を起因とした河川氾濫や有明海沿岸部の高潮被害、横島山の土砂災害などといっ
た自然災害や、火災、交通事故、犯罪などによる被害を抑制・軽減するため、地域住民と行政が一
体となり、安全性の確保に努める必要があります。

地域コミュニティの維持・向上
●神楽や祭りなどの地域に根付いた伝統文化を後世に継承するとともに、日常の豊かな暮らしを実現
するため、地域住民と行政が一体となり、地域コミュニティを維持する必要があります。

南部地域　豊水、大浜、横島

テーマ：干拓地を活かした 歴史・文化を感じる南部地域へ



位置 
〔南東部地域まちづくり方針図〕 

・地域拠点としての天水支所周

辺の市民生活を支える機能・

施設の維持・向上

・観光拠点における来訪者・観

光客との交流の場づくり

・既存観光施設の有効活用や

活性化

・地域コミュニティ活動の継続支援

・安心して、健康で元気に暮らし

続けることができるまちづくり

・自然環境の休息やレクリエーシ

ョンの場としての活用の推進

・豊かな自然環境の継承 

・地域住民主体による地

域資源を活用した来訪

者との交流促進 

10

〔地域の概況〕
●熊本市、玉東町と隣接する市南東部に位置し、天水地区により構成される、金峰山系の熊ノ岳・三
ノ岳の緩やかな傾斜面を活用した果樹栽培が盛んな中山間地と田園地帯からなる自然的資源に恵ま
れたエリアです。

●天水支所を中心に、県道熊本玉名線沿道に市街地が形成されており、その他主要な動線として、国
道 501 号が地域を南北方向に縦断する形で配置されています。

●天水中学校区により構成された地域であり、地域内の人のつながりが深い地域でもあります。
〔主要な課題〕
豊かな観光資源の保全・活用による交流促進
●本市の観光拠点として位置付けられる小天温泉をはじめ、地域内に点在する数々の歴史的資源、観
光資源などの更なる活用を図るため、多くの来訪者・来街者を受け入れる受け皿づくりや、交流促
進を図るためのソフト・ハード対応を図る必要があります。

市街地としての利便性と居住地としての快適性の維持
●天水支所を中心とした市街地においては、本市南部の地域拠点としての各種市民サービス機能の維
持・改善や本市中心部への交通アクセス性の向上を図るとともに、既存集落においては、落ち着き
のある快適な住環境を維持する必要があります。

●一部過疎地域に指定されているものの、農免道路により熊本市内へのアクセスが良好であり居住地
としても十分なポテンシャルがあるため、そのような点を捉えたうえで、都市計画を検討していく
必要があります。

安全で安心できる暮らしの実現
●住宅地や水田地帯の浸水被害や金峰山系の急傾斜地における土砂災害などといった自然災害や、火
災、交通事故、犯罪などによる被害を抑制・軽減するため、地域住民と行政が一体となり、安全性
の確保に努める必要があります。

地域コミュニティの維持・向上
●人口が急激に減少している中、日常の豊かな暮らしを実現するため、地域住民と行政が一体となり、
地域コミュニティの維持、伝統・文化の継承を図る必要があります。

南東部地域　玉水、小天、小天東

テーマ：丘陵地の自然と文化が息づく 交流といやしのある南東部地域へ
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　本計画の実現のためには、まちづくりの主体となる市民や事業者などとの連携・協働により、ま
ちづくりを進めることが重要です。
　このため、協働のまちづくりに向けた環境を整えることが必要であり、市民や事業者などが参加
しやすい機会を設けるとともに、自主的にまちづくりに取り組んでいる団体への支援の充実を図り
ます。

　本計画に基づくまちづくりを円滑に進めるため、Plan（計画）→Do（実行）→Check（確認・
評価）→Action（改善）の PDCAサイクルをベースとした進行管理を行います。
　見直し・改定の要否の判断は、市の最上位計画である総合計画との整合を図るため、令和９年度
にはじまる予定の（仮）第３次玉名市総合計画の内容を受けて行うこととします。

　

■ 協働のまちづくりの推進

■ 都市計画マスタープランの進行管理

■ 本計画における「協働のまちづくり」とは

以下に掲げる協働のまちづくりの概念に基づき本計画を進めます。

●それぞれの主体性・自発性のもとに取り組みます。
●お互いの立場や特性を認め、知恵や力を出し合います。
●共通する目的の実現に向けて協力します。

行　政

・まちづくり情報の積極的な
提供

・ネットワークの構築、まち
づくり活動への支援

・行政が主体となる都市計画
事業等の推進

など

事業者など

・地域の課題や魅力、将来の方
向性への理解

・専門的な知識や技術を活かし
たまちづくりへの取り組み

・市民や行政との協力関係の形
成

など

市　民

・地域の課題や魅力、将来の方向
性への理解

・多様な主体との連携
・地域活動、ボランティア活動へ
の参加

など

協 働
連携 連携

連携

【協働のまちづくりの体制イメージ】
 

５　計画の実現に向けて
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